
R6.12変更 （S49.3 当初決定）
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建築物の高さは、その最高限度を２０メートルとし、かつ、建築物の各部分の高さを当該各部分から
前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に０．６を乗じて得たものに１
０メートルを加えたもの以下とする。

（１）

１５ｍ第四種高度地区

建築物の高さは、その最高限度を１５メートルとし、かつ、建築物の各部分の高さを当該各部分から
前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に０．６を乗じて得たものに１
０メートルを加えたもの以下とする。

（１）

１ 制限の緩和措置

　第一種高度地区及び第二種高度地区内の建築物で次のア又はイのいずれかに該当するものについては、本規定書
の北側斜線制限は適用しない。

建築物の高さは、その最高限度を１５メートルとし、かつ、建築物の各部分の高さを当該各部分から
前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に１．２５を乗じて得たものに
１０メートルを加えたもの以下とする。

　新住宅市街地開発事業（都市計画法第１２条第１項第２号に規定する新住宅市街地開発事業をいう。）の施行区
域内の建築物

北側斜線制限（本規定書に定める北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限をい
う。以下同じ。）については、建築基準法施行令第１３５条の４の規定による。

第五種高度地区

第二種高度地区

（２）

建築物の高さは、その最高限度を２０メートルとし、かつ、建築物の各部分の高さを当該各部分から
前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に０．６を乗じて得たものに
７．５メートルを加えたもの以下とする。

建築物の高さは、その最高限度を２０メートルとし、かつ、建築物の各部分の高さを当該各部分から
前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に１．２５を乗じて得たものに
１０メートルを加えたもの以下とする。

　　この規定書において使用する用語は、建築基準法及び建築基準法施行令において使用する用語の例による。

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条第１項、同条第２項若しくは同法８６条の２第１項の規定に
よる認定を受けた建築物又は同法第８６条第３項、同条第４項、同法第８６条の２第２項若しくは同条第３項の規
定による許可を受けた建築物については、当該建築物は同一敷地内にあるものとみなす。

２ 適用除外及び許可による特例

第四種高度地区

３ 備考

第三種高度地区

（２）

１５ｍ第三種高度地区

建築基準法第５９条の２第１項、第８６条第３項、同条第４項、第８６条の２第２項及び同条第３項の規定
により建築基準法施行令第１３６条に定める敷地内の空地及び敷地面積の規模を有する敷地に建築される建
築物

１５ｍ第三種高度地区、１５ｍ第四種高度地区及び第五種高度地区に関する都市計画の決定及び変更の際現
に存する建築物及び現に建築中である建築物で、当該都市計画において定められた内容に適合しない部分
（以下「不適格部分」という。）を有するものについて増築をする場合において、当該増築により新たな不
適格部分を生じず、かつ、当該増築に係る部分の外観が平等院及び宇治橋等の背景その他当該建築物の周辺
の歴史的景観に配慮されていると認められる当該建築物
　ただし、高度地区に関する都市計画の決定及び変更の際、当該決定又は変更後の都市計画において定めら
れた内容に相当する従前の当該都市計画において定められた内容に違反している建築物については、この規
定は適用しない。

宇　治　市　高　度　地　区　規　定　書

建築物の高さの最高限度種　別

第一種高度地区

地階を除く階数が２以下で、最高の軒の高さ（建築基準法施行令第２条第１項第７号に規定する高さをいう。）
が６．５メートル以下、かつ、最高の高さが１０メートル以下で勾配屋根（１０分の３から１０分の５までの傾き
をもつ、切妻、寄棟、入母屋、片流れその他これらに類する種類の屋根をいう。）を有する建築物

建築物の高さは、その最高限度を２０メートルとする。

学校その他公益上やむを得ないと認められる建築物

　次の(ア)、(イ)、(ウ)又は(エ)のいずれかに該当する建築物で宇治市建築審査会の同意を得て市長が許可したも
の

住宅地区改良事業（住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）第２条第１項に規定する住宅地区改良事業をい
う。）の施行区域内の建築物

　建築基準法第５５条第２項の規定による認定を受けた建築物

建築基準法第５５条第４項第１号又は第２号に該当する建築物

建築物の高さ（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第２条第１項第６号に定める高さに
よる。以下同じ。）は、その最高限度を１０メートルとし、かつ、建築物の各部分の高さを当該各部
分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に０．６を乗じて得たも
のに５メートルを加えたもの以下とする。

　最高の高さが６．５メートル以下の建築物

一団地の住宅施設（都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１１条第１項第８号に規定する一団地の住宅施
設をいう。）内の建築物

　市街地再開発事業（都市計画法第１２条第１項第４号に規定する市街地再開発事業をいう。）の施行区域内の建
築物

　次の各号の一に該当する建築物は、本規定書の規定を適用しない。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 対象地域

第一種高度地区 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域

第二種高度地区 第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第三種高度地区 第一種住居地域の一部
第二種住居地域
準住居地域

１５ｍ第三種高度地区 第一種住居地域の一部

第四種高度地区 近隣商業地域の一部
準工業地域の一部

１５ｍ第四種高度地区 近隣商業地域の一部

第五種高度地区 商業地域の一部

制　限　内　容

第三種高度地区 １５ｍ第三種高度地区

第四種高度地区 １５ｍ第四種高度地区

北側隣地境界線

北

１

０．６

７．５ｍ

２０ｍ
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１
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北

５ｍ
１０ｍ

北側隣地境界線

２０ｍ

１

０．６

北

１０ｍ

北側隣地境界線

１

０．６

北

１０ｍ

北側隣地境界線

１５ｍ

２０ｍ

北側隣地境界線

１

１．２５

北

１０ｍ

北

北側隣地境界線

１

１．２５

１０ｍ
１５ｍ

北

２０ｍ

用途地域 高度地区
防火地域及び
準防火地域

第一種低層住居専用地域 第一種高度地区 指定なし※

第二種低層住居専用地域 第一種高度地区 指定なし※

第一種中高層住居専用地域 第二種高度地区 準防火地域

第二種中高層住居専用地域 第二種高度地区 準防火地域

第 一 種 住 居 地 域 第三種高度地区
（一部地域は１５ｍ第三種高度地区）

準防火地域

第 二 種 住 居 地 域 第三種高度地区 準防火地域

準 住 居 地 域 第三種高度地区 準防火地域

近 隣 商 業 地 域 第四種高度地区
（一部地域は１５ｍ第四種高度地区）

準防火地域

商 業 地 域 第五種高度地区
（一部地域は指定なし）

防火地域

準 工 業 地 域 第四種高度地区
（一部地域は指定なし）

準防火地域

工 業 地 域 指定なし 指定なし※

※第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び工業地域は建築基準法第２２条第1項
の地域に含まれます。
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   平 成 2 6 年 4 月 1 日 

高度地区資料・都市計画課 

宇治都市計画高度地区（宇治市決定）に関する取扱い 

 

宇治市の高度地区に関する取扱いは、以下のとおりです。この取扱いは、建築基準法第 58 条（高 

度地区）に限り適用されます。 

なお、景観に関するデザイン基準については、形態（見た目）への影響も含め、別に定めており 

ますのでご注意ください。 

 

１．制限の緩和措置について                               

 

 

 

 

 

 

  制限の緩和措置（１（１））のうち、建築基準法施行令第 135 条の 4の「水面、線路敷その他こ 

れらに類するもの」の「水面（川等）」とは、次のいずれかに該当するものです。 

・ 河川法に基づいて管理されている河川 

・ 地方公共団体（京都府又は宇治市）等が管理する水流のある水面で将来とも消滅する 

おそれのないもの 

 

 

２．「適用除外及び許可による特例」の内容に関する取扱い                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）軒の高さ（建築基準法施行令第２条第１項第７号に規定する高さ） 

 

   上記の「軒の高さ」とは、建築物の小屋組又はこれに代わる横架材（枠組壁工法の場合は頭つ 

なぎ）を支持する壁、敷げた又は柱の上端までの高さをいい、複数ある場合、最高の軒の高さで 

算定します。 

 

   ■軒の高さの算定例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例１：屋根が小屋組で形成 

されていない場合 

例２：屋根が小屋組で形成 

されている場合 

軒
の
高
さ 

軒
の
高
さ 

敷
げ
た 

G.L. G.L. 

登り梁 

小屋組 

【裏面あり】 



 

（２）勾配屋根（10 分の３から 10 分の５までの傾きをもつ、切妻、寄棟、入母屋、片流れその他 

これらに類する種類の屋根） 

 

  切り妻、寄棟、入母屋、片流れその他これらに類する種類の屋根の例は、以下のとおりです。 

切妻屋根 寄棟屋根 入母屋屋根 片流れ屋根 

    

 

その他これらに類する屋根に 該当する 屋根の例 

 

 越し屋根 

(塔屋等＊の屋上 

部分の水平投影 

面積が当該建築 

物の建築面積の 

1/8 以内のものに 

限る) 

塔屋等＊＝階段室、昇降機塔、装飾塔、 

物見塔、屋窓その他これら 

に類する建築物 

 

 

しころ屋根 

 

 

 招き屋根 

 

 

段違い屋根 

屋根の上部に 

採光等を目的 

とするﾄﾞｰﾏｰ等 

の突出物を設 

けたもの 

 

その他これらに類する屋根に 該当しない 屋根の例 

 

腰折れ屋根 

 

Ｒ状の屋根・ 

(半Ｒ状も 

含む) 

 

のこぎり屋根 

 

勾配屋根調 

の屋根 

側壁などが 

あり、勾配 

屋根が見え 

ない形状 

 

 

（３）最高の高さが 6.5 メートル以下の建築物 

 

 最高の高さが 6.5ｍ以下の建築物には、 

陸屋根の建築物（右図参照）も含まれ    陸屋根 

ます。 

 

 

 

■ お問い合わせ先  

・都市計画に関すること    → 都市計画課都市計画係へ 

・建築確認、審査に関すること → 建築指導課建築審査係へ  

・景観計画に関すること    → 歴史まちづくり推進課景観係へ 

それぞれご相談ください。 

 

【続き】 


